
第十小学校には、『指定された
車両専用』の駐車スペースがあ

ります。
保健室前や校舎北側には、写真
のような表示や掲示がありますの
で、ご確認いただき、必要な方が、
必要な時に、いつでも利用でき
る『駐車スペース』として確保でき

るよう、ご協力をお願いいたしま
す。なお、お子様が利用されてい
る各種スポーツ団体や関係機関の
方にも、ご紹介いただけるとあり
がたいです。



第十小学校は、原則、児童は徒歩通学

になりますが、どうしても徒歩での登下
校が困難な場合等においては、「送迎
許可証」がある車のみ、送迎（構内への

入構）が許可されています。
また、登下校時における、構内での事
故を防ぐため、保護者の車の走路や進
入禁止箇所についても、ご案内、ご協力
の依頼をさせていただいております。
「児童の安全確保」のために、ルール
の順守を改めてお願い申し上げます。

この先には、
入れません。

構内は、一方
通行です。

保健室前に車を停車し、
児童を安全に下車させて
ください。そのまま駐車せ
ずに、西正門から出るよう
にしてください。

この先には、
入れません。

直進はできませ
ん。右折し、一方通
行で車を進めてく
ださい。


